【控訴の趣旨等クイズ第１回解答】

Ｑ１　ウ
敗訴部分（棄却された40万円の請求）しか不服申立の対象にならないので，一審原告としては，①控訴人敗訴部分の取り消しと40万円の支払いを求めるか，②原判決を変更し，100万円の支払いを求めるかのどちらかになる。本問は②である。

Ｑ２　イ
　　　Ｑ１と同様，敗訴部分（60万円の認容部分）しか不服申立の対象とならないので，敗訴部分を取り消したうえで，その取消にかかる部分の請求棄却を求めることになる。

